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第１章　総　　　則

（目　　的）
第１条　　この規程は、エネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施（以下「エネルギー管理」とい
　　　　う。）について定め、温室効果ガス（CO2）削減対策として、エネルギー原単位の改善を含めた
総合的なエネルギーの節減とエネルギー源の代替を推進することを目的とする。

（適用範囲）
第２条　　この規程は、東ソー日向株式会社に係るエネルギー管理業務に適用する。関係会社からの委託
　　　　により当社がエネルギー管理業務を代行する場合は、当該業務についてもこれを適用する。

（用　　語）
第３条　　この規程で使用する用語の意味は、次の通りとする。
1.　「エネルギー」とは、燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気をいう。
2.　「事業者」とは、東ソー日向株式会社をいう。
　　　　　　3.　「部門」とは、部、室又は分野をいう。
4.　「部署」とは、課又はグループをいう。係や班に対して使用することもできる。


第２章　エネルギー管理体制

（法定エネルギー管理者）
第４条①　「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき、２名の法定エネルギー管理者を置く。
②　法定エネルギー管理者は、エネルギー管理士免状の交付を受けている者から、社長が任命する。
③　法定エネルギー管理者は、エネルギー使用の合理化に関し、エネルギーを使用する設備の維持、エネルギー使用方法の改善及び監視等の業務について、指示・指導及び助言する。
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（エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者）
第５条①　エネルギーを使用する部署にエネルギー管理責任者１名及びエネルギー管理担当者若干名を
置く。
②　エネルギー管理責任者は、所管の部署長とする。
③　エネルギー管理責任者は、所管のエネルギー管理業務を総括する。
④　エネルギー管理担当者は、所管のエネルギー管理責任者の指示を受け、エネルギー管理の業務を行う。

（エネルギー管理委員会）
第６条①　エネルギー管理の円滑な運用と向上を図るため、エネルギー管理委員会（以下、「委員会」と
        いう。）を設ける。
　　　②　委員会の構成は次のとおりとする。
委員長　　社長
委　員　　法定エネルギー管理者、部門長、他委員長が任命した者
③　委員会の機能は、エネルギー管理に関する次の事項とする。
1.　エネルギー管理計画及び管理状況の報告
2.　定期報告書及びエネルギー管理標準の承認
3.　その他エネルギー管理に関する重要事項
④　委員会は、年１回定期的に開催するほか、委員長が必要と認めたときに随時開催する。

（委員会事務局）
第７条①　委員会には事務局を置き、品質管理室がこれに当たる。
　　　②　事務局は、次の業務を担当する。
1.　委員会の開催事務手続き及び議事録の作成
2.　委員会付議事項及び報告事項に関する資料整備等の準備
3.　委員会決定事項等の通知、送達

（エネルギー管理推進委員会）
第８条①　エネルギー管理の活動を具体的に推進、検討するため、委員会の下部組織としてエネルギー管
        理推進委員会（以下「推進委員会」という。）を設ける。
②　推進委員会の構成は次のとおりとする。
委員長　　品質管理室長
委　員　　法定エネルギー管理者、製造及び設備管理部門のエネルギー管理責任者
③　推進委員会には事務局を置き、品質管理室がこれに当たる。
④　推進委員会は次の事項の教育及び啓蒙を行うとともに、問題点を審議し、その解決案を策定す
        る。
1.　エネルギー管理の計画、推進、指導
2.　エネルギー管理標準の審査、承認
3.　エネルギー管理状況の把握、総括
4.　エネルギー管理技術の向上
5.　エネルギー管理に関する教育、啓蒙
6.　エネルギー管理に関する調査、研究、情報収集
7.　エネルギー管理に関する報告業務の履行管理
8.　その他エネルギー管理に関する重要事項
⑤　推進委員会は、四半期ごとに開催するほか、推進委員会委員長が必要と認めたときに随時開催する。


第３章　運　　　用

（エネルギー管理標準）
第９条①　部門責任者及び部門管理者は、エネルギー管理の基準を示すため、各部署にエネルギー管理標
        準（以下、「管理標準」という。）を定める。
　　　②　エネルギー使用部門は、管理標準を外れないようなエネルギー使用に努める。
③　管理標準の制定改廃等の取扱及び記載すべき内容等については、「エネルギー管理標準運用基
        準」に定める。


第４章　雑　　　則

（規程の管理）
第10 条　この規程の管理は、品質管理室長が行う。


付　　　則

　①　この規程は、２０１５年　９月　１日から施行する。
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